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１．事業運営の基本方針 

 

 ２０２５年度は、「事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」を受け策定した「ＪＲ

北海道グループ長期経営ビジョン未来２０３１」の第二期中期計画である「ＪＲ北海道グル

ープ中期経営計画２０２６」（以下、「中期計画２０２６」）の中間年（２年目）として、イ

ンバウンド需要が拡大する中、目標達成に向け、「安全の再生」「収入の拡大」「経営基盤の

強化」「コスト削減」等の各施策に着実に取り組んだ。 

 

鉄道事業においては、２０２４年度に発生した、不適切な保安体制の下で待避誤りを発生

させ、それについて虚偽の報告が社内でされたこと、この他安全に関する不適切な事象が続

き、２０２５年３月に北海道運輸局長から「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」を受領

した。その後も事故・事象が続いたことから、北海道運輸局及び国土交通省鉄道局による合

同の「強化型保安監査体制」の下で監査を受検しているところである。これを踏まえ、「安全

計画２０２６」に加え、「鉄道の安全輸送の確保について（指示）」に対して講ずる措置を推

進し、安全性の一層の向上に取り組んだ。また、頻発化・激甚化する自然災害への対応とし

て、鉄道施設の強靭化や札幌圏における除雪機械の増備等の設備強化を進めた。一方、２０

２６年１月の札幌圏における雪害対応では、運転再開見込みが二転三転し、情報提供のあり

方及び北海道エアポート（株）をはじめとする関係機関との連携に課題があり、必要な改善

を図りながらその後の対応を行った。収入の確保では、札幌圏・空港アクセス輸送について、

ロングシート車両の増備による輸送力拡大を進め、インバウンド・観光需要や「北海道ボー

ルパークＦビレッジ」の輸送需要の取り込みを図ったほか、北広島市において千歳線新駅設

置工事を推進している。さらに、２０２６年３月のダイヤ改正では、旭川・北見・網走及び稚

内方面特急列車「カムイ」「ライラック」「オホーツク」「宗谷」「サロベツ」の全車指定席

化を実施し、北海道内の特急列車は全て全車指定席となった。加えて、物価高騰への対応、

人材確保、輸送サービスの維持及び競争力の確保のため、２０２５年４月に運賃改定を実施

した。 

 開発事業においては、札幌駅周辺再開発を推進するため、工事費高騰を踏まえた計画の見

直しを行った。また、不動産事業では、旧ホテルさっぽろ弥生用地（北３西１２地区）におけ

る分譲・賃貸マンション及び商業施設の開業、野幌鉄道林跡を活用した宅地開発等を展開し

た。ホテル事業では、富良野地区及び函館地区で無人型宿泊施設「ＪＲモバイルイン」を開

業した。物販・飲食事業では、北海道産の食材にこだわったプライベートブランド「ＤＯ３

ＴＡＢＬＥ」の販路拡大に取り組んだ。さらに、事業ポートフォリオの変革に向け、新たな

事業領域への挑戦として不動産ファンド・リートの検討やＭ＆Ａ及び新規事業のパイロット

展開を推進しているところである。 

 持続可能な交通体系の確立に向けては、各線区における２０２６年度までの具体的な取り

組みや基本指標及び線区特性に応じた目標等を定めた「事業の抜本的な改善方策の実現に向

けた実行計画」に基づき、利用促進及びコスト削減の取り組みを進めた。あわせて、関係者

との議論の開始に向けて、維持する仕組みの構築に向けた当社の考えを整理したところであ

る。 

 北海道新幹線札幌延伸に向けては、２０２５年３月に取りまとめられた「北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）の整備に関する報告書」において、現時点では完成・開業が概ね２０３８

年度末頃となる見込みであることが公表された。営業主体として１日も早い開業に向け、建

設主体である鉄道・運輸機構に必要な協力を行うとともに、札幌駅新幹線駅舎工事や新函館

北斗～札幌間の最高時速３２０ｋｍ化工事を着実に推進した。また、青函共用走行区間にお

いては、特定時期（ゴールデンウイーク、お盆、年末年始）における時間帯区分方式による高
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速化実施区間の拡大に向け、関係者との協議及び検討を進めた。 

経営改善の取り組み状況の検証（ＫＰＩ検証）については、四半期ごとに目標に対する達

成状況を確認するとともに、外部有識者で構成する第三者委員会である経営改善委員会に報

告し、外部の視点からの意見・助言を頂戴して経営に反映する等、着実に経営改善に繋げて

いる。 

 

 ２０２６年度は３カ年の「中期計画２０２６」の最終年度である。長期ビジョンに掲げた

経営自立に向け、２０２４年３月１５日に受領した監督命令に基づく取り組みを遂行するこ

とをはじめ、短期・中期・長期の各施策を推進し、収益拡大に向けた成果を確実に積み上げ

る重要な１年となる。 

  

まず、安全については、「安全計画２０２６」に加え、「鉄道の安全輸送の確保について

（指示）」に対して講ずる措置を確実に推進する。また、２０２６年１月の札幌圏雪害をは

じめ、頻発化・激甚化する自然災害への対応について、ハード・ソフト両面の強化を進める。

「あくなき安全の追求」を継続し、安全であり続けることにより、ＪＲ北海道グループへの

評価の向上とお客様の安心につなげていく。 

 次に、人材の確保・育成については、人材は会社の貴重な資産であるとの認識の下、採用

環境は大変厳しい状況にあるとともに若年退職が増加していることを踏まえ、積極的な採用

活動を継続して展開するとともに、労働条件の改善を含め、人材確保に向けた取り組みを進

める。あわせて、ＪＲ北海道グループで働く一人ひとりの充実感を高め、働きがいの向上に

つながる各施策に取り組む。 

 さらに、営業収益の拡大に向けては、旺盛なインバウンド・観光需要を着実に取り込み、

鉄道事業及び開発事業の双方における取り組みを強化する。鉄道事業については、新たな観

光列車「赤い星」の２０２７年２月の運行開始に向け、乗務員及びサービススタッフ等の訓

練・養成を進めるとともに、地域と連携した「おもてなし」の充実や効果的な情報発信によ

り、観光流動の創出に向けた準備を進める。また、今後の需要の拡大を見込み、空港アクセ

スの更なる強化及び都市間輸送の収益拡大に向け、イールドマネジメントの強化等に取り組

む。 

 開発事業については、工事費・資材高騰を踏まえ計画の見直しを進めている札幌駅周辺再

開発事業において、新幹線札幌開業時期に関わらずできる限り早期の開業を目指し、バスタ

ーミナルの復旧・集約及びビル事業による収益拡大の実現に向け取り組む。さらに、既存の

不動産・ホテル・物販・飲食事業の成長を図るとともに、事業ポートフォリオの変革に向け、

Ｍ＆Ａ及び新規事業の開発を強力に推進する。あわせて、開発人材の採用を進め、体制の強

化に取り組む。また、既存施設の賃料改定等を検討し、開発事業の増収・利益改善にも取り

組む。 

オペレーションの変革については、人口減少の進行に伴い労働力不足が見込まれる中、持

続的な業務運営を実現するため、新技術を積極的に導入し、安全性の向上を図りつつ、効率

的で働きやすい作業環境の構築に取り組む。また、ＩＣＴ人材の育成を進め、デジタル技術

を活用した業務運営の効率化を推進する。 

コスト削減については、工事費・資材高騰が続く中、徹底した取り組みが必要であること

を踏まえ、「中期計画２０２３」から進めてきた取り組みを継続しつつ、さらなる削減に取

り組む。 

財務基盤の強化については、金利動向を踏まえた資金運用及び資金調達を適切に行い、安

全・安定輸送の確保や成長投資に必要な資金の安定確保と利息負担の抑制を図る。また、経

営安定基金の運用を着実に行い、リスク管理を徹底する。 
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 北海道新幹線については、札幌開業の遅れによる影響の把握に努め、必要な対応を適切に

講じるとともに、営業主体として建設主体である鉄道・運輸機構に必要な協力を行い、１日

も早い開業に向けた準備を進める。あわせて、札幌駅部の工事及び新函館北斗～札幌間の高

速化工事に着実に取り組む。既開業区間については、開業１０周年を契機として、安全・安

定輸送の確保を前提に収益拡大を図るほか、新幹線効果を最大限発揮するため、青函共用走

行区間における高速化実施区間の拡大及び新幹線荷物輸送の拡大に向けた取り組みを進める。 

お客様満足度の向上については、安全・安心・快適な移動サービスの提供に加え、情報提

供の一層の充実等に取り組む。 

当社単独では解決困難な課題については、「利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組み

の構築が必要な線区」において、監督命令を踏まえ、関係者と一体となって具体的な取り組

み及び議論を進めるとともに、維持する仕組みの構築に向け、関係者との議論を重ねながら、

２０２６年度末までに事業の抜本的改善方策を確実にとりまとめる。また、「青函トンネル

の維持管理」及び「貨物列車との共用走行」については、引き続き関係者と検討・協議を進

め、解決を目指す。 

さらに、ＥＳＧの取り組みについては、環境の変化に対応し、コーポレートガバナンスを

強化する観点から、カーボンニュートラル、社会への情報発信、地域貢献及び地域との連携、

並びにコンプライアンスの徹底に継続して取り組む。 

 

以上の基本的な考え方に基づき、２０２６年度の事業運営の方針を以下のとおりとする。 

 

 

（１）安全輸送の確保 

 

① 安全運行体制の充実・強化 

「安全計画２０２６」に基づく取り組みにあわせて、「鉄道の安全輸送の確保について（指

示）」に対して講ずる措置を確実に遂行する。「安全意識を高め、命を守るためにとるべき行

動が実践できる社員の育成」については、より報告しやすい環境整備や教育の実施など、「報

告から始まる安全」を再度深度化させる取り組みを実施する。加えて、安全風土を社内に醸

成することを目的に会社幹部が現場を訪問し、安全について社員と意見交換を行う「膝詰め

対話」を引き続き実施するほか、次期安全計画の策定に向けて、社員の意見を反映させるた

めのアンケートを実施する。あわせて、石勝線列車脱線火災事故および函館線大沼駅構内貨

物列車脱線事故の反省と教訓を風化させないための取り組みとして、「安全研修館」を活用

した第３期の安全研修の継続並びに、２０２７年度からスタートする第４期の研修内容の計

画を進めることに加え、石勝線列車脱線火災事故の現地教育や、事故当時の背景、企業風土、

教訓・知見を語る「安全の語り部」による取り組みを通じ、風化防止を図る。 

 「命を守るための仕組みのさらなる充実と取り組みの徹底による安全レベルの向上」につ

いては、指導者層への集合研修、職種ごとの知識・技能教育、事故事例教育等を通じた技術

継承と教育訓練に取り組むとともに、ＶＲ等の教材を用いた触車、墜落、感電、倒木等の事

故防止教育の継続・強化を行う。あわせて、重大事故、重大労災、死亡労災及び危険事象の再

発防止として、２０２４年１１月１６日に函館線森～石倉間で発生した貨物列車脱線事故の

対策並びに、２０２５年４月８日に発生した宗谷線天塩中川～問寒別間で発生した列車脱線

事故の対策を推進し、再発防止に徹底して取り組む。 

 「安全管理体制の維持と安全確保を最優先とした事業運営の強化」については、２０２５

年７月に社長直轄の組織として新たに設置した安全監査室により、安全に関して、現場が決

められたルールや事故・事象の対策を着実に実行し、適切に業務を遂行しているのか、並び



 

 

4 

 

に各主管部による現場点検の取り組みが有効に機能しているか等の点検を行う。これにより、

作業実態把握の取り組み強化と実態を踏まえたルールの見直しを検討する。加えて、安全パ

トロール、ウェアラブルカメラの活用等請負会社を含めた現場の実情を把握し、ハード・ソ

フト両面で必要な改善を行う。また、重大事故やインシデント、重大な事故に至る可能性が

ある事象に対しては、安全推進委員会及び同専門部会において、原因究明・再発防止策の策

定並びに対策の進捗状況及び有効性について、半年後及び２年後のトレースを継続する。あ

わせて、「安全アドバイザー会議」での外部有識者からの安全に関わる施策等への助言を、

各種取り組みに反映する。 

 

②  輸送施設の安全性の向上 

「絶対に守るべき安全の基準を維持する」ため、輸送施設の安全性向上に向けた設備投資及

び修繕を実施する。 

車両については、「エアポート」用７２１系電車並びにディーゼル機関車の老朽取替を推

進する。 

線路設備については、「線路集中メンテナンス日」の設定等、列車の運休による保守間合

い時間の確保を通じた集中的な修繕工事を実施し、設備の健全性の維持を図る。 

電気設備については、函館線の運行管理システム等の更新工事を推進するとともに、青函

トンネル吊架線及びＬＣＸケーブル、函館線電車線支持物、室蘭線変電所等の老朽更新を計

画的に進める。加えて、２０２６年度からの踏切設備整備５ヵ年計画に基づき、踏切の保安

度向上対策を推進する。 

  

③  頻発化・激甚化する自然災害への対応 

地震・豪雪等の頻発化・激甚化する自然災害への対策として、鉄道施設の強靭化を推進す

る。 

 鉄道防災対策については、新札幌駅高架橋の耐震補強工事並びに波浪・洗堀・土砂崩壊対

策を着実に進める。 

 雪害対策・冬期安定輸送対策については、ラッセル気動車の導入等による除雪機械の設備

強化や、駅構内における降雪前の除排雪の徹底を図る。さらに、近年の雪害の発生状況、特

に２０２６年１月に発生した札幌圏の記録的な豪雪による大規模な列車運休を踏まえ、次冬

期に向けて情報発信のあり方並びに北海道エアポート（株）をはじめとした外部機関との連

携のあり方、早期の運転再開に向けた対策について検討する。 

 あわせて、想定されている千島海溝沿い地震等の巨大地震や津波に備え、避難誘導訓練や

本社災害対策本部の設置・対応訓練等に取り組むことに加え、津波避難時における線路横断

に関する自治体との協議を進める。 

 

（２）人材の確保と育成 

 

 採用については、新卒採用の確保に向けインターンシップの実施等により学生との継続的

な接触機会を創出するほか、工務人材の確保に向けて新たな採用コースを設定する。社会人

採用の拡大に向けては、広報の強化並びに就職エージェントの積極的な活用に取り組む。加

えて、不動産・ホテル事業や新規事業開発等の経験やスキルを有し、即戦力となる人材の積

極的な採用を進める。あわせて、人材の確保に向け「特定技能人材育成研修」を活用した外

国人採用を実施する。 

 若年退職対策については、系統間異動の実施や、自己都合退職者を対象とした再雇用の実

施等に、引き続き取り組む。 
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 ダイバーシティについては、育児・介護と仕事の両立支援や、新任管理者へのダイバーシ

ティ意識づけの取り組み等、女性活躍推進法及び次世代法行動計画に沿った取り組みを推進

する。あわせて、女性が活躍できる雇用環境の整備を進め、新たな職種・職場への配属拡大

に取り組むとともに、障がい者雇用の法定雇用率の維持及び活躍できる体制の整備に取り組

む。 

 企業活力の向上に向けては、リモートワークや始終業時刻選択の仕組み等、働き方の多様

化を推進するほか、居住環境向上に向けた老朽化した社宅・寮の計画的な建て替え及び借り

上げ等を進める。あわせて、行動指針である「私たちの誓い」を題材とした働きがい醸成の

取り組みを推進する。加えて、人間ドック受診を活用した社員の健康維持、心の健康保持・

増進のためのメンタルヘルス対策等、健康経営の取り組みを継続的に推進するとともに、年

次有給休暇の積極的な取得について引き続き働きかけを行う等、社員の健康の維持・増進を

持続的に図る。 

 人材の育成については、社員研修センターにおける実習設備や実習線、各種シミュレータ

を活用した実践的な集合研修により、専門技術の習得を図るほか、２０２２年３月に発生し

た福島県沖地震により廃車となった新幹線車両を活用した教育養成を推進する。加えて、管

理者層を対象としたマネジメント教育の強化に向けた検討を進めるほか、さらなるデジタル

化の推進に向け、ＩＴパートナー企業の協力や同業他社との連携を通じて、ＩＣＴに関する

知識を幅広く備える人材育成プログラムに継続して取り組む。 

 

（３）経営基盤の強化 

 

① 収益の拡大 

 

ア 鉄道事業 

インバウンド施策については、レールパスの利用促進に向けた各種取り組みを推進する。

富裕層の需要が見込まれる欧米豪市場の開拓のほか、東南アジア新興市場（フィリピン、イ

ンドネシアなど）の開拓等を通じて、アドベンチャートラベルなどサステナブル、高付加価

値な旅行に対する需要の獲得に向けた取り組みを実施する。個人旅行需要を取り込むことを

目的として、旅行博出展やセミナー開催、旅行会社セールス等の海外現地プロモーション、

海外メディア・インフルエンサー等の招請事業、レールパスのプロモーションや鉄道を利用

した観光コンテンツの紹介による北海道への誘客に取り組むほか、自社ＳＮＳによる情報発

信や旅行会社のＷｅｂ販売サイトを活用したキャンペーン等のデジタルプロモーションを実

施する。あわせて、羽田・成田空港に到着したインバウンド旅客を「東北・函館」に誘客する

「イーストジャパンゴールデンルートキャンペーン」により、レールパスの利用促進を図る。

これらの取り組みに加え、近年インバウンド旅客が増加している小樽方面列車及び富良野線

において、混雑緩和を目的とした輸送力の増強を実施する。 

 観光需要の創出については、北海道各地の沿線地域と連携した観光開発を継続する。観光

列車では、「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＬＯＶＥ！ ひとめぐり号」、「花たび そうや号」、「Ｓ

Ｌ冬の湿原号」等を運行するほか、東急グループと連携した「ＴＨＥ ＲＯＹＡＬ ＥＸＰ

ＲＥＳＳ」は新たに道南方面のコースを加え運行する。現行「ノロッコ号」で使用している

車両については老朽化により２０２６年度を最終年度として運行するが、新たな観光列車で

ある「赤い星」の２０２７年２月札幌～網走間運行開始、「青い星」の２０２７年６月運行開

始に向けて乗務員・サービススタッフ等の訓練・養成、地域と連携した「おもてなし」の準備

を進めるとともに効果的な情報発信に取り組む。加えて、航空会社やＪＲ東日本びゅうツー

リズム＆セールスをはじめとする旅行会社と連携した商品造成等の取り組みの継続、車両基
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地での撮影会等の集客力のあるイベントの企画・販売、アニメ等のコンテンツを活用した企

画など、異業種との連携を強化する。さらに、国や北海道の支援を受けた「はまなす」編成や

「ラベンダー」編成、「Ｈ１００形（ラッピング車両）」を活用した企画等を展開する。 

 札幌圏・空港アクセス輸送については、快速エアポートにおいてロングシート車両を増備

することに加え、今後の需要の拡大を見込んだ、さらなる列車増発等、千歳線輸送力の拡大

に向けた様々な取り組みを検討する。あわせて、安定輸送対策として、千歳線において増加

する野生動物の線路内侵入を防止するため、鹿止め柵の設置を拡大する。加えて、「北海道

ボールパークＦビレッジ」において、試合実施日の輸送力確保と試合展開に合わせた観客輸

送を引き続き実施するとともに、同施設隣接地の千歳線において、２０２８年度の新駅開業

に向けた工事を推進する。 

 都市間輸送については、すべて全車指定席となった特急列車において、イールドマネジメ

ントシステムを活用した需要喚起と収入確保に向けた取り組みを進める。 

  

イ 開発事業 

札幌駅周辺の開発については、２０３０年度の５－２街区竣工に向け、都市計画・事業計

画変更手続きと並行して、実施設計の着手を目指すとともに、旧エスタ建物の解体工事を進

める。後発となる５－１街区については、新幹線札幌開業時期に関わらず、２０３４年度の

竣工を目標に基本計画策定の着手を目指す。札幌駅エキナカ商業施設については、２０２７

年度の開業に向けて工事に着手するとともに、札幌駅高架下商業施設（旧パセオ区画）につ

いては、２０２８年度の開業に向けて工事を推進する。あわせて、西５丁目高架下商業施設

（旧サツエキＢｒｉｄｇｅ区画）についても２０２８年度の開業に向けて工事に着手する。 

不動産事業については、札幌圏を中心に沿線価値の向上と収益拡大を目的として、分譲マ

ンション、賃貸マンション「ジュノール」、サービス付き高齢者向け住宅「ブランＪＲ」、宅

地開発、商業施設の開発を進める。桑園地区では分譲マンション・賃貸マンション・商業施

設の建設工事を、野幌地区では駅前のサービス付き高齢者向け住宅及び高架下のメディカル

モールの建設工事、鉄道林跡における宅地開発２期工事の造成工事を、それぞれ２０２６年

度の竣工や開業に向けて着実に推進する。加えて、新札幌地区では駅高架下施設３号館（シ

ンサツＢＬＯＣＫ）の２期竣工に向けて工事に着手する。そのほか、２０２６年度に推進ま

たは着手する建設工事として、帯広地区での分譲マンション、旭川地区での社宅跡地を活用

した住宅・商業開発、新札幌地区での駅高架下商業施設１・２号館の新築工事を進める。 

 ホテル事業については、旺盛なインバウンド及び観光需要の取り込みを図るため、ホテル

開発及びリニューアルを進める。既存ブランドホテルの多棟化として、道内主要都市や道外

を含めた宿泊特化型ホテル「ＪＲイン」の新規出店の検討を継続するとともに、無人型宿泊

施設「ＪＲモバイルイン」については、引き続き需要の高いエリアへ出店し多棟化を進める。

あわせて、インバウンドを中心とする観光需要への対応として、ＪＲタワーホテル日航札幌

及びホテル日航ノースランド帯広の客室等リニューアルを行うほか、道内主要都市や観光地

における新ブランドホテルの開発に向けた検討を進める。 

 物販・飲食事業については、札幌駅エキナカ商業施設の２０２７年度開業に向け、工事を

着実に推進するとともに、駅改修工事進捗に伴う店舗閉店等の収益減を最小限に抑えるため、

エキソトへの出店等を通じてマーケットの拡大に取り組む。総合土産店「北海道四季彩館」

をエキソトに出店するとともに、道産食材にこだわったプライベートブランド「ＤＯ３ＴＡ

ＢＬＥ」について、新商品の拡充を図り、さらに販路を拡大する。加えて、食品スーパー「ジ

ェイ・アール生鮮市場」について、桑園地区での新店開業に向けた準備を行う。 

 新たな事業領域への挑戦については、環境変化に強い事業ポートフォリオへの転換を図る

ため、Ｍ＆Ａを活用した事業拡大及びＭ＆Ａ後の管理体制を確立する。また、将来的な私募
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リートの立ち上げに向け、私募不動産ファンドの組成・拡大及びアセットマネジメント会社

の設立を検討するほか、新規事業のパイロット展開を継続して進める。 

 さらに、開発事業の一層の成長に向け、外部企業との人事交流や開発人材の採用をさらに

推進する。 

  

② オペレーションの変革による業務運営の効率化と経費の削減 

 

まず、省力化・省人化を通じたオペレーションの変革に取り組む。駅においては、駅業務

及び体制の見直しを進めるとともに、駅務機器の適正配置、台数見直しを進める。また、列

車運行においては、「はこだてライナー」を対象に、ワンマン運転導入に向けた検討を進め

る。さらに、工務・電気においては、車上撮影画像データを活用した線路総合巡視の導入に

向けた検討をすすめるほか、電気設備状態監視システムの導入拡大を図るとともに、２０２

７年度末運用開始を予定する電気検測車の導入に向けた準備を着実に進める。 

次に、デジタル技術の活用による業務運営全体の効率化を推進する。勤怠管理システムに

ついては、計画部門より先行して導入を開始するとともに、ローコードツール及び生成ＡＩ

の活用を拡大することにより、業務プロセスの効率化を図る。あわせて、２０２７年度に予

定するモバイルＳｕｉｃａによるＪＲ北海道区間の定期券発売に向けた準備や、Ｋｉｔａｃ

ａエリア拡大に向けた検討を進め、業務運営の効率化を推進する。 

加えて、官民協働により構築した「北海道ＭａａＳ」の仕組みの活用を進める。デジタル

プラットフォームへの参画を通じ、ＭａａＳ推進に向けた電子チケット化を進めるとともに、

全道の交通事業者による電子チケットを集約した販売サイトでの拡販に取り組むほか、国土

交通省の補助事業を活用した実証事業を実施する。 

このほか、事業基盤の強化に向けた取り組みとして、老朽化が進む苗穂工場について、作

業環境の改善を図るべく、リニューアルに向けた検討を進める。 

これらの取り組みを通じて、技術開発・技術革新による効率化を図るとともに、駅及び列

車内における省力化・省人化、ご利用の少ない駅や踏切等設備のスリム化、資材調達や業務

委託費の見直しなどに取り組み、コスト削減を図る。 

 

③ 財務基盤の強化 

 

 こうした取り組みを着実に支えるため、２０２６年度も引き続き適切な資金調達により運

転資金及び開発投資等に必要な資金を安定的に確保する。 

 また、経営安定基金については、特別債券利息の減少や金利上昇局面を踏まえ、自主運用

部分における資産構成の見直しに向けた段階的な取り組みを進めるとともに、確実かつ有利

な運用を図り、リスク管理を徹底することで、安定的な収益の確保に努める。 

 

（４）北海道新幹線の取り組み 

 

札幌延伸開業時期の遅れへの対応については、２０２５年３月に取りまとめられた「北海

道新幹線（新函館北斗・札幌間）の整備に関する報告書」において、現時点では完成・開業が

概ね２０３８年度末頃となる見込みであることが公表されたことを踏まえ、開業遅れが当社

事業に及ぼす影響の把握に努めるとともに、必要な対応を適切に講じていく。 

 札幌延伸に向けた取り組みとしては、札幌駅部において、新幹線駅舎工事、幹在乗換こ線

橋工事、新幹線高架橋増設工事、耐震補強工事、在来駅リニューアル工事を着実に推進する。

これらの大規模工事の推進にあたっては、工事費の高騰が大きなリスク要因であるとの認識
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のもと、工程管理や材料調達等について適切なコントロールに努める。 

 高速化に向けた取り組みについては、特定時期（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始）に

おける青函共用走行区間時間帯区分方式による高速化実施区間の拡大に向け、関係者との協

議及び検討を進める。また、新函館北斗～札幌間における最高時速３２０ｋｍ化については、

鉄道・運輸機構と連携し、必要な工事を着実に推進する。 

 安全・安定輸送の確保については、青函共用走行区間において、老朽化が進行する地上設

備の更新に必要な作業時間が、日々の保守間合いの中では著しく不足している状況を踏まえ、

ＪＲ貨物及びＪＲ東日本をはじめとする関係機関と協議し、必要な保守間合いの確保に取り

組む。加えて、冬期における除雪体制についても、引き続き検討を行う。 

 収益の拡大に向けては、ＪＲ東日本や沿線自治体と連携し、北海道新幹線開業１０周年に

合わせた「ツガルカイセン」等のプロモーションや観光開発に取り組む。また、ＪＲ東日本

と連携した北海道新幹線のイールドマネジメントに取り組むとともに、北海道新幹線を利用

した修学旅行の獲得を引き続き進める。さらに、北海道新幹線開業１０周年を記念した新幹

線関連施設の商品について、ＪＲＥモールを活用した販売や旅行会社と連携したツアーの実

施を行うほか、特急ニセコ号及び北斗号を活用し、道南・胆振・後志・札幌エリアにおける広

域観光周遊ルートの検討を進め、新幹線の利用促進を図る。 

 このほか、新青森～新函館北斗間で実施している、新幹線の定時性及び速達性を活かした

荷物輸送について、ＪＲ東日本グループと連携し、「はこビュン」の定期輸送量の拡大を図

ることにより、新幹線荷物輸送の取り組みを推進する。 

 

（５）お客様満足度の向上 

 

インバウンドのお客様を含めた情報提供の充実について、お客様の行動選択に資する分か

りやすい情報発信に取り組むとともに、異常時等における駅及び車内でのリアルタイムな放

送案内の充実を図る。特に、２０２６年１月に発生した札幌圏における豪雪に伴う列車運休

時の対応を踏まえ、異常時における情報提供のあり方に関する課題を整理し、改善策の実施

に取り組む。 

バリアフリー化の推進については、発寒中央駅において２０２７年度のエレベータ増設に

向けた工事を着実に進める。あわせて、障がいのある方を講師に招いた講習会の実施などを

通じ「心のバリアフリー」の一層の充実に取り組む。 

安全・安心・快適な移動サービスの提供に向けては、車両窓の鱗状痕の除去や汚損防止対

策を進め、視認性の向上と快適性の確保を図る。 

 

（６）経営自立に向けた取り組み 

 

当社が経営自立し、将来にわたり安定的かつ持続可能な事業運営を行っていくためには、

経営努力のみならず、当社単独では解決が困難な構造的・制度的課題について、国、自治体、

関係事業者をはじめとする関係者と連携しながら対応していくことが不可欠である。 

こうした認識のもと、当社単独では解決が困難な課題について、関係者と問題意識を共有

し、役割分担を踏まえつつ、解決に向けた取り組みを進める。 

 

①「当社単独では維持困難な線区」について 

  

 「利用が少なく鉄道を持続的に維持する仕組みの構築が必要な線区」については、監督命

令に基づき、関係者と一体となって具体的な取り組みを進めるとともに、維持する仕組みの
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構築に向けて、関係者との議論を重ねたうえで、２０２６年度末までに事業の抜本的改善方

策を確実にとりまとめる。 

また、維持する仕組みの構築に向けては、引き続き利用促進及びコスト削減の取り組みを

進めるとともに、その取り組み結果や基本指標及び線区の特性に応じて設定した目標の達成

状況を検証し、ＰＤＣＡサイクルに基づく必要な見直しを行う。あわせて、持続的な鉄道網

の確立に向け、データとファクトに基づき、地域の関係者とともに、二次交通を含めたある

べき交通体系について徹底した議論を行う。 

具体的な取り組みとしては、地域の関係者と一体となり、フリーパスの発売や沿線住民を

対象としたモニター調査等の実証事業を含む８線区の実行計画を推進する。さらに、当社独

自の取り組みとして、利用促進の観点から、インバウンド需要の取り込みのほか、観光列車

の運行や地域と連携したイベント・キャンペーン等による観光誘客を進める。また、コスト

削減については、地域の皆様のご理解を得ながら、ご利用の少ない列車や駅の見直しを行う

ほか、運行体系や設備のスリム化に取り組む。 

これらの取り組みを通じ、関係者との連携のもとで課題解決を図りつつ、持続可能な交通

体系の構築を進め、経営の自立と北海道の鉄道ネットワークの維持を両立していく。 

 

② 青函トンネルの維持管理について 

 国家的プロジェクトとして建設された青函トンネルの維持管理については、青函トンネル

固有施設の改修事業及び維持管理に要する財源の確保をはじめ、その役割や責任の分担のあ

り方について、関係者との協議を継続していく。 

 

③ 貨物列車との共用走行について 

 貨物列車との共用走行に関する課題の解決に向けては、青函共用走行区間における北海道

新幹線の高速化について、引き続き、実施可能な方策を関係者と検討・協議していく。また、

「線路使用料」については、旅客会社と貨物会社との間における鉄道線路の使用に関する協

定の見直し時期を見据え、線路使用料算出方法のあり方について、関係者との協議を継続す

る。 

 

（７）ＥＳＧの取り組み 

 

① カーボンニュートラル 

 

ＧＸの推進に向けては、「ＪＲ北海道グループ カーボンニュートラル２０５０」に基づ

く取り組みを着実に推進し、ＣＯ₂排出量の削減に向けて、再生可能エネルギーの導入・拡大

を進めるとともに、廃棄物の削減などの環境保全活動に継続して取り組む。 

省エネのさらなる推進については、高効率な車両への更新を計画的に進める。また、再生

可能エネルギーの積極的な活用として、オフサイトＰＰＡにより一部駅におけるＣＯ₂排出量

実質ゼロを実現する。さらに、廃線跡地において、オープンイノベーション採択企業による

太陽光発電の活用を引き続き検討するほか、新エネルギーの導入については、バイオディー

ゼルや水素エネルギーの活用に向けた検討を進める。 

 

② 地域貢献・連携 

 

地域貢献及び地域との連携については、ＪＲ札幌病院において、地域に根差した基幹的な

総合病院として地域医療への貢献を果たす。また、北海道及び関係市町村への丁寧な情報提
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供を行うとともに、「当社単独では維持することが困難な線区」に関する線区データの公表

や地域と一体となった各種実証事業を推進する。あわせて、バスを含めた地域交通計画の策

定への参画、観光列車を活用した地域の魅力づくり、地域と連携した駅及び駅周辺整備を進

めるほか、雪害等の非常時における外部機関との連携強化等にも継続して取り組む。 

 

③ コンプライアンス 

 

コンプライアンスの徹底については、２０２４年度に発生した、不適切な保安体制の下で

待避誤りを発生させ、それについて虚偽の報告が社内でされた事象を受け、改めて「ルール

を守り、ありのまま報告する文化」の定着を目指し、「ＪＲ北海道社員としての自覚を持っ

て行動します。社会のルールを守ります。会社のルールを守ります。」などからなる「私たち

の誓い」を確実に実践するとともに、「ありのまま報告する文化」の定着に向けた教育・啓発

を実施する。 

また、コンプライアンスアンケートの結果を踏まえ、職場単位での集合研修や「膝詰め対

話」を活用した社員との意見交換、会社幹部による情報発信等を実施する。あわせて、グル

ープ会社を含めた不祥事防止及びハラスメント防止を目的とした教育・研修や、社内報等に

よる啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス意識の醸成を進める。さらに、内部通報

制度において重要な役割を担う「ＪＲ北海道グループコンプライアンス相談窓口」が効果的

に機能するよう、引き続き周知に努める。 

このほか、社外委員を含む「コンプライアンス委員会」を開催し、コンプライアンス違反

事象の原因の究明や再発防止策、その進捗状況等について第三者の視点を取り入れて検証・

議論するとともに、グループ全体のコンプライアンス意識醸成に向けた取り組みについても

審議し、その結果を施策や対策に反映する。 

 

④  コーポレートガバナンス 

 

社会への情報発信については、経営改善の取り組み、線区別収支などの経営情報、安全及

びコンプライアンスに関する取り組み状況等について、ホームページや各種報道媒体を通じ

て、積極的かつ分かりやすい情報公開に努める。 

 また、監督命令を踏まえ、引き続き第三者委員会である経営改善委員会において当社の経

営改善に関する取り組みについて外部の視点から意見・助言を受け、経営に反映させる。 

 さらに、当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、持続的な成長及び企業価値の向上

を図るため、「コーポレートガバナンス基本方針」の策定に向けた検討を進める。 
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２．鉄道輸送に関する計画 

 

（１）基本的な方針 

 

２０２６年３月のダイヤ改正で見直した輸送体系を基本とし、臨時列車の運転や増結によ

り需要に応じた弾力的な列車運行を行う。また、札幌圏・新千歳空港アクセス輸送において

ロングシートタイプの電車を増備する等、お客様の利便性を向上し、鉄道利用の拡大を図る。 

 

（２）２０２６年度の鉄道輸送量の見通し及びこれに対し設定する運行量 

 

輸 送 量 の 見 通 し 列 車 の 運 行 量 

輸 送 人 員 輸 送 人 キ ロ 列 車 キ ロ 車 両 キ ロ 

１２５百万人 ３,８５４百万人キロ ３０百万キロ １２８百万キロ 

（注）上記の数値は、経済情勢の動向等により変動する場合がある。 
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３．鉄道施設の整備に関する計画 

 

 鉄道の安全確保を最優先に取り組み、鉄道施設等の安全性を向上させるため、軌道強化や

高架橋の耐震補強、車両の新製等、安全基盤の強化に係る設備投資を着実に進めるほか、排

雪モータカーロータリーの強馬力化等により、冬期の安定輸送を確保する。 

また、駅のバリアフリー化や、在来線札幌駅改修に伴い話せる券売機を増備するなど、旅

客サービスの向上を図るほか、経営自立に向け業務システムの改修等、生産性の向上に資す

る設備の整備を進める。 

なお、「省力化・省人化に資する支援」を有効活用し、経営基盤の強化に向けてシステムチ

ェンジを積極的に進める。 

 

区   分 施 設 の 整 備 の 概 要 

（輸送設備の維持更新） 

 老 朽 設 備 取 替          

 

 

 

 保 安 ・防災 対 策          

 

 

 安 定 輸 送 対 策          

 

 

・電気設備の取替 

・排雪モータカーロータリーの強馬力化等 

・駅舎、旅客上家、運転所等の鉄道事業建物の改修 

・運行管理システム等の取替 

・土砂崩壊対策、波浪対策等の線路防災設備の整備 

・踏切保安設備等の整備・取替 

・高架橋の耐震補強 

・橋マクラギ・分岐マクラギの合成化、重軌条化、 

ロングレール化等の軌道強化の推進 

・配電線路の改修 

（経営の体質改善） 

 業務運営方式の改善 

 技術開発・その他          

 

・駅のバリアフリー化 

・電気検測機能を備えた総合検測車の導入 

・話せる券売機（AMX-V10）の増備 

・次世代運輸業務システムの構築 

（輸送力整備）  

・札幌駅南北乗換こ線橋の新設 

・新幹線札幌開業を見据えた札幌駅改修 

（車   両）  

・エアポート用電車の新製 

・気動車の観光列車化改造 

・電気式内燃機関車の製作 

・電車・気動車の重要機器の取替 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（添付資料１） 

２ ０ ２ ６ 年 度 資 金 計 画 書 

                                                                （単位：億円） 

区                        分 金         額 

 

    Ⅰ．資 金 収 入 

 

        １．営 業 的 収 入 

          （１）営 業 収 入 

          （２）一 般 営 業 外 収 入 

          （３）経 営 安 定 基 金 運 用 収 入 

     （４）鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券受取利息 

 

        ２．資 本 的 収 入 

          （１）借 入 金 

          （２）社 債 

     （３）助 成 金 （ 支 援 ） 

          （４）そ の 他 の 資 本 的 収 入 

 

        ３．前 年 度 よ り の 繰 越 金 

 

                         計 

 

 

    Ⅱ．資 金 支 出 

 

        １．営 業 的 支 出 

          （１）営 業 支 出 

          （２）営 業 外 支 出 

 

        ２．資 本 的 支 出 

          （１）設 備 投 資 

          （２）そ の 他 の 資 本 的 支 出 

 

        ３．そ の 他 

 

        ４．翌 年 度 へ の 繰 越 金 

 

                         計 

 

 

 

        １，４００ 

            ９７８ 

             ６４ 

            ３５８ 

               ０ 

 

            ２９２ 

             ８８ 

               － 

            ２０４ 

              － 

 

            ４６０ 

 

        ２，１５２ 

 

 

 

 

        １，３３９ 

        １，３０７ 

              ３２ 

 

            ５２５ 

            ３９６ 

            １２９ 

 

      △     １１ 

 

         ２９９ 

 

        ２，１５２ 

 

 



 

 

 

 

（添付資料２） 

２ ０ ２ ６ 年 度 収 支 予 算 書 

                                                                （単位：億円） 

区                        分 金         額 

 

  経  常  損  益  の  部 

 

   （営  業  損  益  の  部） 

       Ⅰ．鉄 道 事 業 営 業 利 益 

           １．営 業 収 益 

             （１）運 輸 収 入 

             （２）そ の 他 収 入 

           ２．営 業 費 

             （１）業 務 運 営 費 

             （２）諸 税 

             （３）減 価 償 却 費 

           鉄 道 事 業 営 業 利 益 

 

       Ⅱ．そ の 他 事 業 営 業 利 益 

           １．営 業 収 益 

           ２．営 業 費 

             （１）業 務 運 営 費 

             （２）諸 税 

             （３）減 価 償 却 費 

           そ の 他 事 業 営 業 利 益 

 

       全 事 業 営 業 損 益 

 

   （営  業  外  損  益  の  部） 

       Ⅲ．  営 業 外 損 益 

       Ⅲの２．経 営 安 定 基 金 運 用 益 

       Ⅲの３．鉄道建設･運輸施設整備支援機構特別債券受取利息 

 

       経 常 利 益 

 

  特  別  損  益  の  部 

 

       Ⅰ．特 別 損 益 

 

       税 引 前 当 期 純 利 益 

       法 人 税 等 

       当 期 純 利 益 

 

 

 

 

 

            ９１３ 

            ８２５ 

             ８８ 

        １，５１３ 

        １，２７７ 

              ３４ 

            ２０２ 

     △     ６００ 

 

 

              ６５ 

              ４４ 

              ２６ 

                ８ 

              １０ 

              ２１ 

 

     △     ５７９ 

 

 

              ２９ 

            ３５８ 

               ０ 

 

   △   １９２ 

 

 

 

           １８６ 

 

     △     ６ 

     △         ７ 

           １ 

 



 

 

 

 

 

（参考資料） 

２ ０ ２ ６ 年 度 設 備 投 資 計 画 

                                                               （単位：億円） 

区                        分 金         額 

 

 

       輸 送 設 備 の 維 持 更 新               

 

 

           １４１ 

   

             ９３ 

             ３９ 

              ８ 

            １ 

 

           １２８ 

                       老 朽 設 備 取 替            

                       保 安 ・ 防 災 対 策            

                       安 定 輸 送 対 策            

                       環 境 保 全            

 

       経 営 の 体 質 改 善               

   

             ９４ 

             ３４ 

 

             ３０ 

                       業 務 運 営 方 式 の 改 善            

                       技 術 開 発 ・ そ の 他            

 

       輸 送 力 整 備               

   

             １４ 

             １５ 

              １ 

              

            ９１ 

                       大 都 市 圏 輸 送            

                       新 幹 線 輸 送            

                       幹 線 輸 送             

 

       車 両               

          

 

               ６ 

     

       総 係 費               

   

 

           ３９６ 

 

 

       合 計               

 

 

 

 




